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多面的機能支払交付金に係る 

令和２年度 市町村実務担当者等会議の開催について 

 

 本協議会活動の推進につきましては、日頃よりご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本協議会の支援活動の一環として、市町村実務担当者等会議を下記のとおり開催し

ますので、担当者等の積極的な出席をお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し、ソーシャルディスタンスの確保に配

慮した会議運営に努めることとしておりますので申し添えます。 

 

記 

 

１ 日程・会場等 

  全道ブロック別に１０カ所の会場で開催します。（詳細は、「別紙１」を参照願います。） 

 

 ２ 参集範囲 

   市町村の実務担当職員、活動組織等において事務を担っている実務担当者及び活動組

織から事務を受託している団体等の実務担当者 

 

 ３ 内容等 

別添［開催要領］のとおり 

 

４ 出席者報告   

・貴管内の出席者をとりまとめ「別紙２」に記載のうえ、９月３０日（水）までメー

ル等にて申し込み願います。 

・業務の都合上、日程の都合がつかない場合は、他会場への参加も含め検討頂き、積

極的な参加をお願いします。 
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（別添） 

多面的機能支払交付金に係る 

令和２年度 市町村実務担当者等会議の開催について［開催要領］ 

 

本協議会の多面的機能支払交付金の推進活動に関しましては、現在、国内外で感染が進行

している新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況であることから、例年実施して

きた事例発表会を中止するなど、状況を見極めながら取り進めているところです。 

このような状況ではありますが、本年度の国の制度改正において取組み内容の見直しや加

算要件の緩和などがなされていることから、これら改正内容などについて理解を深め本交付

金の円滑な推進を図ることを目的として、市町村実務担当者会議を開催します。 

 また、当日は、本年度、本格運用を開始した事務支援システムの拡充内容についても、ご

説明することとしておりますので、積極的な参加をお願いいたします。 

 

１．日程・会場等 

  開催日程は、全道ブロック別に１０カ所の会場で開催します。（詳細は、「別紙１」を参

照願います。） 

また、業務の都合上、日程の都合がつかない場合は、他会場への参加も含め検討頂き、

積極的に参加頂きますようお願いします。 

 

２．議 題 

  ○ 多面的機能支払交付金実施に係る留意事項について 

・多面的機能支払交付金制度の概要について 

・令和 2 年度における多面的機能支払交付金の改正内容等について 

・多面的機能支払交付金の取組拡大について 

  ○ 事業実施に係る書類作成等に関する留意事項について 

  ○ 事務支援システムの拡充内容について 

  ○ その他（質疑応答含む） 

 

３．参集範囲等 

  市町村の実務担当職員（１～２名程度）及び、活動組織等において、事務を担っている

実務担当者（１～２名程度）または、事務を委託している場合にあっては、その受託団

体等における実務担当者（土地改良区、JA、会社、NPO、個人他、１～２名程度） 

  なお、ソーシャルディスタンスの確保の観点から、市町村・活動組織・団体等からの参

加者については、それぞれ１～２名程度とさせて頂きますので、ご容赦願います。 

 

４．出席者報告 

  出席者の報告につきましては、貴管内の出席者を取りまとめ「別紙２」に記載のうえ、

９月３０日（水）までにメール等にて申し込み願います。 

 

 ※ ご不明な点がありましたら、道協議会事務局（保田、佐藤）にお問い合わせください。 


